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水口野菜作地帯における地域農業複合化システム
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京阪神都Ⅲ圏に隣接する本県捜業はぅ客細かつ分散し

た農地保有のもとで 単 作化)兼 業化めHE進 され,農 村

における模地の荒廃,上 地コJ用の本合理とか日立ってい

る。農地の有効利用,農 業協造の改革により,地 域農業

の生産性向上をはかるためには,水 岡農業の歴史の中で

形成されてきた農地の保全 ・利用にかかわる機能の再

構築の必要と,端 感される。

このような認識の下にぅ昭和53年より56年まで,広 陵

町の 2架落 (紳主.新 子)を 対象として 「地域農業檀

合化推進試験研究Jを 行ない 集 落を中心とした 「地域

農キ複合化システム」の鶴想を機討 してきた。この中で,

先El的田畑輪後システムを核とした経営聞la力により,

集落農業の生産性の一定の向上の展望を示すことがでさ

たが,そ れらを実現するに当ってのシステムの組織化機

能 シ ステムの4L持 管 理機能を研究対象条語に期をす

ることの内縄とも認識できた す なわち そ の困難性と

は地域内で流通を促進すべき継宮語資源の需給のパラン

スを確保すなためにもぅあるいは,機 披 抵 設の共同利

用の円滑化のためにも集落レベルのシステムでは そ の

規模力判 さヽすぎること ま た条喬内ではシステムを維持

管理する上で必要な材力,ヤ尊られないことなどでぁなコ

このため 「ll和56年より58年まで 農 ホ水産省の総合

助成事業として 研 究対象地域を広陵町の範囲に拡大し

た 「高位地域農業泣笥 ヒ推進研究J力S行なわれ)町 レベ

ルの 「地域複合システム」構想の検討がなされた。雀者

らは こ のlI究の中で,経 営部門を担当し 「地域複合

モテクレ」|`ついての若千の知見を得たので,その成冥を
ここに報告するものである。

メー トル】束西J5キ ,メ ートル,面 積 1665平 方キ。

メー トル,人 口18519人 の日園都市である。

第1図のように,鉄 道やIF線道路からはずれているた

め,都 市開発の影響をうけることなく,農 業とす靴下を

中心とする家内工業が,町 の二な産業となっている。し

かし 町 西部の馬見丘陵で大規模な宅地開発 (真美ケ氏
ニュータウン)力!進行中であり,町 の,来 階想としては

人口5万人の回国都市建設をめざしている。

町の総世帯数 4,822戸のうち捜家は1017戸 で,農 家

率は 273%と なっている力i農 家数)農 家卒とも年々

減少 しており,こ の傾向は当●fr lくものと見込まれる。

経営排地面積はセンサスによれば599hcで,う ち912

%に あたる546 hoが水田である。農家 1戸 あたりの経営

tl地面積は455“ で)き ゎめて写細な土地所有状況で

ある。
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本町は,旧 町村を蜘立に, 4つ の地区に分けられる。

町東部の百済地区には農業依存度の高い集落tSe中 し,

夏秋ナス (8 hcl)施 設園芸 (Gh命 を中心に,生 産性

の高い永田農業が展開 している。特に地区の中心的作目
である夏秋ナスは産地としての歴史が古いだけでなく、

技術改良によリー貫して単収増の傾向にあり,10″ あた

り約151と いう高い生産力を実現している。この技術的

背景 として,集 落を単位とした集団的田4jB綿換があげら

れる。

都市化の進んでいる馬見,瀬 南両地区では,兼 業化の

進行おま著しく,事 業農家率は馬見地区でJ8%j糠 南地

区で29%と ,町 平均の 62%を 大きく皆Ⅲり込んでいる。

このことは,水 稲単作イとをまねく原因となっており,農

産物販売農家中の水稲単一経営は,馬 見地区で鉛%,頼

南地区で94%と極めて高率となっている。このため,こ
の地区には潜在的な水稲作業委託希望が大きいと推察さ

れ,受 委託市場を鞠摘することによって,労 働生産性の

高い,水 稲暮幹経営が成立する可能性もあると思われる。

町の酪農は,本 県他地区と同様j食 品製造拘に使存し

ている。酪農経営は 5 FHで,町 内では相対的に少いため

糞尿処理田題はそれ程深刻ではなく,」 しろ拍依,に よ

る■の町用年獣低下と更新率の上昇とに悩まされている,
このため,飼 科作物裁培の努力が行なわれつつあるが,

圃場条件,収 穫労力などがネックとなっている。

昭和55年度から,農 協が事業=体 となって,ム ギ=ダ

イズの集Ella培が行なわれている。農協が, ヨムギの乾

燥調整施設やヨムギすダイズの作栄機を導入 し,集 落ご

との集団栽培が実施されているが,こ の事業の円滑な進

行のためにどのような組織わ妥 当であるかについての検

討は今後の課題といえる。

なお,広 陵町における地域農業複創 ヒの現状を図示す

れば,第 2図 のとおりであり,農 協有の様病 ・施設の共

同干J用と,集 落による短期土地用役 くナス作のための期

間は地)の あっせん詞笹の二つおStLとなっている。

すお,対 象地域内の者ヨ本の状況は第 1表 に示したと

おりである。
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第 2図 広 陵町における地域農業複合化体系 (現状)
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第 1表 広 陸町における地域農業踏i体 の機能と現状

く3)

1苺   宮 ヒ 地 域 農 業 主 体

農業振興基本.l両

■産基盤を FH計画

野菜生産販売計画 (ナス イ チゴ)
ムギドダィズの作付けnl両 お よび関連約戒 設 備の利用計画 (乾燥前笹施設
コン′`イン ト ラクタ ーミか

集団田打1輪換にかかわる土地利用言画

集落内のムギ,ダ ィズ作付計両

技術改者引Ln)営 農改善pl画

計 両 機 能 広  陵   町

広 陵 町 農 協

落

合
　
　
所

楓行
　
　
及

楽

実

　

普

組織化機能 広 陵 町 農 協

実 行  組  合

ムギ,ダ ィズ生産集団の拙織化

共FuコJ用組織の運営 〈育高センター
,機 杖銀行ぅ農機呉修理センターなど)

長落内でのムギ, ダィズ■産集団の組織化

調 整 機 能 協

合

合

農

組

組

町陵

産

行

広

生

実

集澪をこえた上斯 Ⅲ用調者 (ナス作の翔問倍地の集落lHaセ)

禁落内の上地コサ用調者 (ナス作の期間借地の調整)

集落内の土地利用調整 (ムギjダ ィズの実団化に伴なう上地利用調笹)

農家の経営討画にかかわる情報の伝達 〈ナスぅ イチJな ど農産物の市場価格情
報,生 産技術ft報の伝達)

生産技術情報の=達 (技術議習会ぅ立毛品HT争

生産技術情報の伝達 (先進地観察)

生産技術情報の伝達 (Itr会 ,展 示圃.資 料)

行政情報の伝達 (むらづくり運動など)

情 報 機 能 広 陵 町 農 協

広陵町宮農研究所

生 産  畑  合

及 所

地域農業複合化と農協の機能

4 農 協生産事業の個別経営補完効果

地域農業複旬 ヒの概念は,論 者により多少の‐ュァン

スの差はあるものの, 隆 営における専何 ヒメリットの

追水と複合化メリットの追求を何らかの組織的方策で両

立させようとするものJという点で共通しているマX3,
なわち,そ の意とするところはJ合 理的な経常方式の地

域IIJ確立であるということができる。

経常方式論の視角からみれば,組 紙化の目的は,土 地

利用共同でありぅ労働力利用共同であり,中 間■言物利

用共同であり,労 働利用手段利用共同である。 しかし,
これらの目的は,必 ず しも組織の形態を規定するもので

はない。

経営方式 軽 営組織)は ,別 の見方をすれば経営要素

の配分方式であり,合 理的な経営方式とは,合 理的な妥

素配分にほかならない。逆にみれば,合 理的な経常方式

が成立しないということは,合 理的な要素配分に必要な

妥系か堆 首内で確保できていないということである。商

品流通経済のもとでは控営要素の確保はぅ自給ないし商

品調達として行なわれるのが基本である。社って 経 営

要斉論の視内からみればド地域農業複合化とは,「 経営

において専作化と統合化のメリットを両立させるために

必要な経■要素のうち, 自給ないし,商 品としての調達

のいj4Rに よっても確保でtrない部分を確保するための

地域的方策」とみることができる。地域農業複合化につ

いてのこのような理解力章 されるとすれば,そ の組織の

目的は,商 品市場に流通しておらす)ま た日給するのも

適当でない経古要素の供給である。

1)組 織化による経営要素確保の2形態

商品流通経済の下では経営要素のうち白作地および妥

族労働力を除いた部分は雇用労働,倍 地用役,借 用資本
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用役,物 財用役として市場調達されるのが基本である。

SrF4ヒメリットと複合化メリットを個】曜 宮内部で両立

させるために必要な要素 ・用役が全て市場から調達でき

れぼ持に組織的対応をする必要はない。 しかし,こ れら

の必要な要素 。用役のうち市場調達できない部分があり,

しかもそれらは自給することも適当でないとしたら,そ

の確保のための組織は市場機能の代督的なものか,自 裕

代替的なものかのいずれかである。

は)"場 機能代督的組織

"場 流通していない要素 ・用役のうち,地 域内に潜在

的な供給主体が存在するのに,そ れ,将 要主体とうまく

結合していないために,流 通していないという部分につ

いては,そ の要素 ,用役の供給主体と需要主体との結合

を目的とする組織を作ることで目的は違せられる。

例えば,対 象地区には水稲の機械作業用役のよ給預↓

く受託農家)も 需要価 (委託農家)も ,潜 在的には少な

くないと見られるが,顕 在化 しているのは一部である。

これは,受 託農家と委託農家を結合する機能 〈青具市場

でいえば)ED売 会社に担当する機能),十 分働いていな

いためて ラ イスセンターなどの形で こ の機能が作用

すれ1式 水稲の機械作業用役は,流 通市場にのることに

なる。これらの市場機能代督的組織は要素 ・用役の売り

手と買い■ および調を者とで構成されるのう‐般的な

形態であろう。

セ)要 素 ・用役を新たに作 り出すための組織

必要とされる要素 ・用役のうち,供 給主体が潜在的に

も存在しないものについては 経営内で自給 しなければ

ならない。自裕するのか週 当でなけれヤキ こ の生産のた

めの組織的対応が必要となる。この組織の形態としては

さらに,生 産者が個別経営内で自給するかわりに,複 数

の生産者が共同で必要な要素 ・用役を作り出す場合と,

生産者でない第3者菊新 たに求められる要採 用 役の生

産を4g当する場合とが考えられる。前者は 農業機械の

共同利用組織や。酪農kII合による糞尿処理随設の共同Tl

用などであり, 後者は,農 協直営の素■牧場や機械銀行

などである。

当対象地区である百済地区を例にとってみると 要 素

・用役確保のための組織的対応は第 2表のとおりとなる。

2)生 産組織の機能と管理

以上のように,地 域農業複合化における組織の目的を

す場機能の代替と,要 素・用役の申薄とに区分するとす

れ!キ l■dの 形態や維持管理の方式も, それぞれに黒っ

第 2表  組 織化 による要素 ・用役 の確保形態   に 残町百済地区)

組 織 の 名 7 f

〈農業機械利用組織)

(水 稲 作 業 受 委 託)

(飼料 作物生産契約)

(■糞 イ ナワラ交換組織)

(ナスなどの輸作のため
の期間倍地)

育 苗 セ ン タ ー

銀

農 機 修 埋 セ ン タ ー

大 手 (水 利 組 織 )

少

多

械機

組行実

紙 紙 の 形 態

■産者による共同
千J用組織

20～3 0戸
韓作のための

期間倍地用役 た賃貸農家と貸措
農家の結合

と受託農表 (耕種

農家)の 結合

30～ 4 0声

7 0～1 0 0戸

4 0～ 5 0戸

9 0～ 4 0戸
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たものとなるはずである。以下にそれぞれの場合の組織
の形ほ 管理方式を概活してみたい。

(1)市 場代督組織の管理方式

商品流通経済のもとでは, 中産力の発展は社会的分業
を促進し,経 営の市場への依存度をますます強める。高
橋のいうように,経 営に必要な要素・用役を全て"場 を
通じて確保することができれば 「地域農業複合化のため
の組織化」という課題そのものが必要でなくなるJ〕 こ
の意味から言え|キ 組織化の主たる目際はこの市場機能
を締売することにありぅ市場として顕在化していないも
のを顕翻 ヒすることにある。

必要とされる要素・用役について,一 定の広がりの地   水 将作米受委託や飼料作物生産契約, あるいはイナワ
域の中にぅ供給主体が潜在的に,在 してt るヽと考えられ  ラ と家畜養の交換利用なども範囲か広期しすることによ
る場合 求 められる組織機能は,売 り手と買い手を結合  っ て 現状よりも: 力)なリスムーズなものになることが
する卸売会社の機能 あ るいは 預 金者と千」用者とを結  期 待される。しかし,組 織の範囲の拡大はその措合主体
合する銀行の機能になぞらえることができる。       に も影響を及ぼす。広い地域 0日村や自i」氏 あるいは数
対象地域の事例では, ナス作の期間借地用役について  ケ 町村にまたがる範囲)で の需給バランスの調整が個人

ナス出荷組織およ Ire藩がこの機能を果している。またぅ や 集落の能力を超えたものであることは当然である。こ

水稲作業受委託 飼料作物生産契れ 牛義 イナフラ交  の ように拡大した組織では, おそらく農協力鶏 合主体の

換組織などの場合は,用 役供給主体, または利用主体が  役 割を担うことになるであろう。

結合主体を兼ねているとみる|とができる。        物 )要 素・用役牛産組織の管理方式

の組合せにあるわけだから, その組織管理の最大の目標

は,組 織内部での需給バランスを確保することにおかれな

くてはならない。最初から,明 らかに需給パランスがと

れないような範囲で銀行方式の選管を考えることは無意

味である。需給バランスをとるためには 一 般に,組 織

の範囲は興索・用役の流通に支障のない限り,で きるだ

け広いことが望ましいであろう。対象地域のナス作の期

間借地用役は従来,集 落内で需給′ラ ンスがとれなくな

り, 半ば強制的に貸し手を作り出すという傾向もみられ

たな 最近では,調 整範囲を近隣集落まで拡大すること

によってバランスを回復してきている。

このような供給主体と利用主体との間を結合主体で措

ぶ組織形態は 「ァイバンク」,「 血液銀行Jな どの 「―

銀行Jと いう方式に一致する。機械銀行などは,わ が国

では,組 織力議 械を所有し,そ の構成員が共同干」用する

機械利用組合の概念を含んでいる,  ヽこ の原形であるド

イツのMasc hi nenban【 またヤま陀 Cヽh■ 確ari昭  は,

組幾自体は機械を一切所有せず,構 成員の所有する機械

の相互Tl用のあっせん調整を行なうことを目的とすると

される。

土地用役や労働力などは その用役を人工的に生産で

きないという点で目や血夜などの機器と共通 している。

従ってこれらの用役については,特 に,供 給主体によっ

て結合する銀行方式か靖 効である。

この方式による組織管理の特長は, もともと市場の代

督純紙であるところからくる成員に対する拘東力が少な

いこと,お よd組 織の管理労力が小さくてすむことで

ある。農業機械を所有する機械利用組合の場合ぅ機械の

維持 ・管理やオペレーターなどに,少 なくとも数米み専

御戦員を要する。しかしドイツのMatthineDringの場合

10～30町村を達ねる組織の場合でも通常一人の車任で用

が足り, 中 ・小の組織の場合は,兼 任であっせん ・調整

を行なっているという。そして 陸 でもでき,誰 にも拘束

品皆看景をあ目弔を言各威

わ`れるように,組 織自体は,

この組織の目的は 要 素 ・用役の供給主体と手Ⅲ用主体

必要とされる要素 ・用役が全て市場ないしその代替組

織で確保できるとは眼らない。地域内に要素 ・用役を供

給する主体が存在しなければその供給主体をどこかに求

めなければならない。この場合,生 産者=利 用主体が自

らの経営内で調達するかわりに複数の終営が協同して調

達するという形と手u用主体以外の別個の供給主体によっ

て生産される形とに分けて考えることができる。

前者の形ヤキ 対象地域の事例では農業機械共同利用組

織や実行組合による籾すり機の共同利用としてみること

ができる。生産者の組織化によって用役を生み出そうと

する場合,一 定の労力支出を要 し, しかもその用役を安

定的に供給するという必要のために, 市場代苫組織に比
べて大きな管理労力が必要となり,統 制力も必要となる。

もし 生産者細織で共同育古を行なおうとすれに 育苗

圃の確保.声 苗施設の維持督軽 百苗作業の計画と実行

山役割り当てや作業の指馬 でき上った首の配布など,
その細縄管理にかかわる労力はかなり大きなものとなる。

このためには おそらく半専従の組織管理者力必 要とな

るだろうが 実 際には能力はとにかく労力的奈結をも,

た生産者は対象地残には存在しない。従って 組 織の規

模と鞠 しは, こうした管理労力をあまり必要としない範

囲に娘定されざるを得ない。対象地域にみられる■言者

組織が2戸から数戸による農業機械の共同利用にとどま

っているのはこのためである。

またす専業農家と2種兼農家,耕 極農家と畜遂農家な
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ど)実質の農家を組織しようとすれ14等 質な農家で海

成する場合に比べて調整事に要する労力は大きくなる。

従って管理労力の不在は,具 質4農 家の組織化をはぼむ

要因ともなっており, 結局生産者=利 用主体が協同して

要素・用役の議瞳をはかろうとすれ!ス 例外的な場合を

除いて,等 質な農家数戸程度の規模で対応できる範囲内

の用役しか期待できない。

しかし,利 用主体の組織化という物態ではなしに,生

産者=利 用主体以外の主体によってこの要素・用役のよ

浴を担うという考えに立て,キ組織管理の条4は大きく

果ってくる。こうした事例 として対象地域にみられるの

は,農 協営療事業の一環であるナス育苗センタ_ 機 賦

銀行 農機修理センターなどである。この要素 ・用役の

供給を担いうる主体 (一般には農協,時 に自治体,集 落

の場合もある)は , その内部lr用役生産に必要な維持管

理労力を保有 し,か つ官埋体制も整備されているので,

作業や調整などにかなりの労力を要する用役の生産でも,

対応することが可能である。今 かりに,十 分な能力と

時間的余裕をもつリーダー的生産者,考 在したとして,

生産着組織による共同育苗と農協による育首センターを

比較 してみると,少 なくとも次の2点 において農協の育

苗センターカす有利である。

③ ■ 産者組織は農協や自治体のようなヒエラルキー線

造をもたないため,計 画立案や作業の遂行に伴なう調整

労力がヒエラルキー構造をもつ組織に比べて多大となる。

② 生 産者組織はリーダー交管や構成員のライフサイク

ルの刻 しなどの影揮をうけやすいのに対し,農 協組織で

は組紙の安定とが高く, 従って育苗用役も安定して供給

できる。

ライスセンターのような大型で維持管理に手間がかか

り, しかも多数による共同利用を前提とするもの,あ る

いは接木菌生産のように,多くの作業労力を要するものな

どについては, 以上の理由から生産者組横で対応するよ

り農協事業として対応する方がはるかに容易である。対

象地域における組織の実態はそのことを具体的にものが

たっている。

2 農 協の生産事業と地域諸主体の調整方式

1)組 織管理労力と共同化形態

地域農業寝寄 ヒを推進するための組織ti どのような

形態をとりうるであろうか。この問題には, 2つ の視点

からアプローチできる。 1つ は構造機能分析であり,他

の1つは組機の構成要素 (成め の分析である。

は, 組織構造と管理llgヵ

本一ツンズは集団の機能を, 次のよつに分類している。

すなわち, 1環 境適応機能 を 目的達成機能, よ組織管

理機能 4緊 張調整機能であるど
・

以上の4機能は 目

的達成機能 (1ぅ 2)と 組織維持機能 (3)4)と して

整理すること力Sできよう。

生産組織においては, 目的機能は生産的側五 組 織維

持機能lat会的側面とみることができる。つまり,生 産

組織がぅその目的とする経済効果をあげるためには,他

方で紙繊維持機能が勧かなければならない。すなわち,

組織と成島 および成員個互間の利害を調整し,組 織を

円滑に運営していかなければならないのである。

この組織維持機能は 従来 リ
ーダーの機能として指

摘されてきた成員の結合維持機能にあたるものである

が, これを細かく見れ!4 1組 織管理体制, 2組 織管理

労力, ユ組織奮理有助 の3つからなっている。しかし,
リーダー論などでの成果は,第 3の組織管理能力にかか

わるものに偏重しており特に第2の組織管理労力につい

ての成果はみるべきものがない。

組織管理労力,す なわち488と 成氏 あるいは成員相

互の調整のために必要な労力支山は,第 1に 成員の数の

増大に伴って増大する。たとえば数米の個別相対による

農機具の共同向用では, その組織の維持のために 特 別

の労力支出を考えなくてもよいうヽ 町村単位の機械銀行

の運営のためには,専 任の戦員が必要となる。

第2に1組 織管理労力は, 等質な成員によって申成さ!

れる組織の方お章 具質な成員によって構成される組織よ

りも 少 なくてすむ。これは 等 質な成員の間では 成

員間の利害が比較的一致しやすいが 実 質な成員間では

利害の対立が生じやすいからである。

第3に  ヒエラルキー驚造をもつ組織に比べて, ヒエ

ラルキー構造をもたない組織は,組 織管理労力を多く必

要とする。現在の集落のように,成 員間に上下関係が存

をしない組織は 農協,役 場などのように, 上意下達の

割事伝差,で きないからである。

このように,構 造的にみた場合,組 織カラ数で裂資の

成員で構成され 力つ ヒエラルキー機造をもたない場合

力ヽ 最も多くの管理労力支鮨を必要とするのである。

物)構 成要素と管理労カ

生産の共同化形態は:そ の紅紙の維持管理を誰が行な

うかによつて次の3つに分額すること力まできる。すなわ

ち, L生 産者がlBI管 理の中枢となるもの く個別相対を

含む任意組織など), 2組 織管理を共同体 (自治体・集

落)力ざ行なうもの, 〕農協が組織管理を行なうものの3

つである。これらの諸形態はす先に述べたt■t管 理労力

の面からみてそれぞれどのような特徴をもっているであ
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ろうか。

O 組 織管理を生産者が行なう場合

広陵町では こ れに該当する組織は宮農研究会,広 陵

町聴農組合など力ち り, さらに数戸程度の農機具の共同

手J用組織や,個 別相対による水稲の作業受委託 ・畜産廃

交物と柄ワラとの変換なども含まれる。いずれのケース

もヒエラルキー構造を もたない。

これらは)官農研究会 (118名)を除け|キ 数戸か
らせいぜい十数戸の組織であり,親 紙の維持管理のために
その中心的役員が特に目立った労力文出をす るという

ことはない。裏がぇしていえば 組織維雑 大きな労力

支出を必要としない程度に, その機能 (農機具の利用日

程の調整や毎年の作業受託契約の更新なめ を限定して

いるのでぁる。

宮農研究会は,代 表者は■産者でありぢ品評会 議習

会などの会の運宮のために, 年間十数 日をあてているバ

企画や連絡業務などで農協が組織の維持管理をうけもっ

ているとみた方がよい。

② 共 FHl体〈自治体・架の が組織管ItO中核となる場
合

ア 自 治体を中核とする場合

素■牧場など公企業のllyで自冶体が生産組織をもつケ
ース,農 地の貸増のあっせん潟整を役場が窓日となっ
て行なうヶ―スが,ぁ ちこちで見られるが 対 象地区で
ある広陵町では、 町 が一つの生産組織の中枢的役割を果
している事例はない。農水省関係の全ての事業をぅ産業
課の中の一っの係で対応しなければならないといぅ条件
のもとでは, こうした役割を町に求めるのは無理がある
ように思える。

イ 集 落を中核とする場合

自譜稔盤房曾亀暑2号暑楊転8警禄香晋ちふF雪野帝宗
水事業により水利慣行力緩 和されるようになるまでは
水千け責任者としての役割も大きく 殆 んど専従に近い状
態であった。

農業依存度の高い百済地区の場合 回 畑輪laにおける
土地I可用調整などの役割 も実 し,ム ラの他の役員の協力
も得ながら,年 団数十日の管理 ・調整労力支出を求めら
れている。これに対し,兼 英化の進んだ馬見地区などで
は 区 長 (総代)は 全戸のまわりもちの頂向を強めてき
ておりぅ仕事量も比較的 軽いものとなってきてぃる。
このため, ムラ?中で田畑輪拠が行なわれていても, ム
ラはその利用調整の機能を果たし得ない状況である。
ムラの下部機構的,こ である農協丈部 (実行ね0は ,

育苗センターの自の配布な4農 協の支部としての機能

および水回転作り戸別割り当てなど水稲生産組合として
の機能を担当 している。転作割り当ては 役員で決定し
たものの連絡業務であり,そ の他の業務も殆んどが事務
連絡である。以Il 支部の官電下にあったモミスリ機な
どの共同利用も,機 械の維持告理労力が支部あ内部で得
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にくくなり解消したケースも多い。以上のよう4支 部

長の組織管理労力支由は 年間10日前後とみられる。

対象地区ら ムラによる共同化の専例としては, この

lurこコムギーダイズの集団栽塔があげられる。広陵町の

コムギーダイズの集団栽培は1981年 から広陵町農協が

事業主体となって行なっているもの● 当初 9hcで出発

したものが 84年産分で3maが予定されている。

この事業は 水 日再編対策事業が直接の契機とな,て

おり,生 産■ 各集落ごとに組織された生産集固が徹

う (このうち,Aギ の乾梶 ムギ・ダイズの調整は,農

協が受話し,ほ かに作業機械の貸し出し苺 農協りまうけ

もっている)。 生産物は集団に目し,必 要経費を差し引

いた後 加 入者に分配される。,ム ギの集団栽培の中に

も, 土地の団jLyヒだけ行ない。載培作業は全て個別に行

なうという集団がある。共同作業形式をとる集団の】ム

ギ作付DI積は, 1982年 をピークに減幼源向を示してい

るのに対し,個 人作業形式の集団の面積は急増している。

これは, コムギ作では収かく, 乾幌 調整にかかわる機

械・施設用役の調達を除いては,単 成 費用,労 力など

の点で必ずしも共同効果が認められないためと思われる。

むしろ集団幾培の効果ヽ 機械化一貫体系という新しい

載培型によるムギ作を生産者に経験させ,経 営内にムギ

作を定着させる契機を作った点にある。事業の対象とな

らない裏作ムギれ 84年産で15hoも作付けされるに到っ

たのは,ま さにこの藤 といえよう。

③ 農 協が組織管理の中核となる場合

以上の 2つのケースでは,組 織宮曽みための労力を十

分に確保することはできない。集落のみ,年 間で数十日

程度の組織管理労力が可能であるが,そ れも殆んどは自

冶組織としての労力支出て 生産組織の管理労力として

は, この場合でも多くは期待できない。

これに対し,農 協は,農 協それ自体が農業の共同効果

を追求するために作られた組織であることす農業の組織

第 3表  広 陵 町農 協 の事 業 別 利益

化に労力を投入することのできる専この職員集団を力功ヽ

えていること, この職員集団はヒエラルキー構造をもっ

ていることなこ lLO地域諸主体と異なる特長をもって

いる。

共同効果を生産場面におけるものに限定した場合 産

業組合法が規定したように,機 械 ・施設の共同利用が,

その最も効果的な課題といえよう。研究対象地域の広陵

町農協は,県 下一位の信用事業の収益を背ヨに 強力な

事業を展開している,そ の中心は 大 型の機械・施設

〈首苗センタ_機 械センタ_ ム ギ・ダイズ議 詞毯

施つ の共師 J用である。

3 農 協生産事業の管理方式

1)農協生産事業の々資

以上のように主として組織管理労力の点からみて 地

域営農システムの中EE3役 割を農協がf8うことが期待さ

れる。しかし,農 協の生産事業は,他 の語事業に比べて

著しく立ちStlて いることは既に見てきたとおりである。

例えti対 象地区の広陵町農協の場合,昭 和55年度の事

業別利益をみると,信 用,共 済,購 鳥 販売の各事業は,

それぞれ 5,700万 円, 7,750万 円, 18)910万 円

671万円の黒字であるのに対し 生 産事業を中心とする

「その他事業Jは 585万円の赤■となっている。この計

算の喜礎には人件貫守の共同的経費は含まれていないか

ら1 実際の守 弓,収 支は, さらに大幅な赤字となってい

るはずである。一般にぅいわゆる宮農活動に熱いな農協

ほう こ の部門の赤字額は大きい。こうした状況がなぜ

生ずるかを解明しないままではぅ農協を中核とする地域

営農システムの構想そのものがぅ幻粗におわってしまう

であろう。以下,農 協生産事業のもっている特質を分

析することにする。

(醐 55年同

信 用 共 済 購 買 販 う
冗 倉 庫 そ の 他 計

県平均

収 益 224970 25,977 223,349 15,589 2,109 10,777 501,769

直接費 151,489 α035 19■206 14206 322 10,285 375 543

利 益 72481 11942 3o142 3383 1787 492 121226

広陵町

農 協

収 益 2)59,544 134,344 1,26,528 12,099 4089 79,530 4,095ぅ608

直接費 2)009,689 57)312 l o79,353 5,385 85,384 ュ23■209

利 益 58け855 77,532 181169 6)714 1989 △  5)854 858 399
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“)農 協生産事業の公企業的性格

和田照易は,農 業における行政府 (国および自治は)

の介入の問題について 掬 のように指摘 している。

「農業は,一 妓産業に比べて種々な形での政府介本が

強い産業である。すなわち,現 在のわが国農美をみても,

価格形成において米価をはじめ何らかの形で政府が関与

しているものは農産物総生産価FSの30%以 上にも及んで

おりぅ 資 本形成や資金調達においても,国 営事業の直接

的投資から補助金や制度資金融資等があり,ま た米生産

調整政策にあるように 政府の生産 I FL通に対するかな

り強い行政指事が行なわれているといったように 囲 青

による市場メカニズムヘの介入は井章に大きい。それゆ

え 日本の農業はある意味ではmヨ家管剖 の下にある
というようないい方もされたりしている。

このような)農 業における政府介入の意味については

ます 農業が公共財的と格を持つからとする理解がある。

すなわち,農 業生産は緑や駿素の供給機能 国上保全や

水利調節機能,食 料の安定供給,そ の他の社会安定機能

等を外部経済として持っている力ヽ これらは市場でnTh

されない純粋公共財的性格のものといってよい。また

水千1をはじめとして,規 模の経済が大きく自然独占的性

格を持つために公共的供給管理力必要とされる場合もあ

る。だかヽ 也方では,斜 懐産業,幼 稚産業 低生産性窪

業としての所得配分政角 その他の社会的保護の必要か

らの政府介入の意嚢も大きいと考えられる揮」
和国は以上のように,農 業の分野では,市 場メカニズ

ムに対する,政 府の介入の度合が大きいことを指摘した

上oそ れは,「 流通,加 工,資 金調達)技 術開発とい

った, 個別農業経営に対する外部経済供給ないしは補完

的機能を主とするもの」であり,「 直接的生産過程に聞

する国や地方自治体の公企業はそれはど多くはないJと
しているF)現 実にはこの直接的生産過程は農協の官農

活動=生 産事業力〕言がわりしている。そしてここに,農
協の生産事業のもつ特質 く公企業的性格)の 第一があり,
生産事業が手け潤をとまない も っとも根本的な原因があ

る。

永田恵十郎は, この点を次のように指摘している。 「

農協営の生産事業は, その活動範囲が組合員だけに限定
されているという意味では 随 会公共の子け知 に 降 倒
する公企業一般に比べて私的性館4 よ り強く持ってい

るが, 隊 宮干噌 を原則とする企業であるということで

はぅ F公 企判 と同じように,私 企業とは異なると格を

もつ経営であるといえるのであるp七

修)総 合事業の一部門

それでは, このように,非 採算的部F81Sどうして事業

として成り立つのであろうか。もヽくら農協が公企業的性

格を有するとは言っても,基 本的に私公業である以上

利潤追求を無視することはできないはずである。

農協生産事業の部門収益が赤字でも成り立つのは,農

協の他の事業が,そ れをカノ‐ できる限りにおいてであ

る。つまり,生 産事業の非収益とが許されるのは, それ

が農協の総合事業の中の一環として行なわれるからであ

り,農 協の全事業収益をヤイナスにしないという制約の

もとにおいてなのである。

まえ たとえ)事 業全体でみて干J閣をあげえたとして

も な 産事業が赤字になるということは,そ の事業の利

用者に対 して,事 業全体の中から配当をまわしているの

と同じであり, 従って,あ る生産事業のlJ用者力ヽ 細合

員の一部にすぎない時は,そ の事業が大幅な赤字となる

ことは平等の原R巧に反することになり計されないであろ

う。

農協の生産事業は, こうした制約の下そのみ,公 企業

的性格を有することを訴されるのである。従 って,非 督

本J的な■落事業に農協,  ヽと りくむためには,信 取 轄

貿など他部F号での事業収益に余裕のあること,そ の事業

による優益が組合員の中で不公平にならないことなどが

必要となる。広陵町農協が生産事業に積極的にとしくめ

る第一の理由は, 6億 円に近い信用事業収益があること

であろう。

0)生 産事業の季節と

農協の組織的朗 ヒに伴ないぅ各事業部門の独立と,強

くなり,他 部門との間で相互援助の体申拘ドとれなくなっ

てしまった。特に信用や共済の部門と異なりぅ営農守 ]

の事業は季節とが強くぅ事業の円滑な推進の砥害要因と

なっている。

広陵町農協で宮農部F,を48ってぃるのは, 宮農販売課

であるが,同 課では 8TD55年 度まではナスの共同育乱

田値時期の機械修巴 更 秋ナスの販売事務 水稲の収穂

時期の機舶彦阜 政府への米売渡 じ事務 納税申告指導
などが年間の主な事業であった。昭和56年から約30hoの
ムギ、大豆集団載培の組織化に青手 し, その作業のオペ

レータ業れ 事 務作業等が新たに加わった。これらの殆

んどが 本 稲の回馬 X」り取り時期と言なるため同課の

戦員に労働強化を押しつけている。

農協組織の近付 ヒのためには各部門の独立性は必要で

あるかヽ 営農部門ではこのように事業の多節性との間に

矛盾力壮 じやすい。これをどのように統一するかが今後

の課題である。

2)農 協々薄事業の形態と管理能力
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農協の生産事業は以上みてきたように,期 待されると

ころも大きいが制約も大きい。農協生産事業のもつ, こ

れらの制約条件の中■ で きるだけ求められる機能 (市

場進億および機械 ・施設用役を中心とした要素 用 役供

給〉を果たそうとすれは そ の生産事業に ど のような

形態をとるべきであろうう、

永田恵十郎は,農 協が伊よう生産事業を二つの物態に

区分している。すなわち, 1農 協直宮■ 2農 協受託型

ユ農協有機型 施 設貸出し型であるさ9以 下■ 各形態

ごとにその管理運営面の特長を分析してみたい。

0 農 協直営型

農協直営型とは,上 ■ 労働力,生 産資材などの生産

要素を農協が直接調達 し, 生産過程の―部または全部を

経営する事業体● 広陵町農協ではナスの育苗センター

おiこれに属する。このタイプの特長は,生 産物が痩協に

属する点にあり,従 って危険負担も農協が負う。

農協直営型で問題となる点に 片 産業務を行なう労力

をいかに確保するかという点と,労 力確保をはじめとす

る経営要業の調達j作 業の進行の点残 生産物の処分な

どの経営管理に多くの労力がかかるという点である。
中産業務は 一部を農協職員が行なうケースもある,キ

雇用が基本である。この雇用資金は経営コストの大部分

を占めるため, この賃金水準と事業の利用料金とは通常
比例関係をなす。経営の管理者である農協は,雇 用を円

滑にするための賃金の上昇と,利 用を円滑にするための
コストの低下との調整に悩まされることになる。

作業の選行にかかる直接的労力を際く経営管理の労力

●卜業計画の立氣 作業者の雇用ぅ作業の進渉状況の点

残 生 産物の処分など)は 通常 農 協職員が担当する。
■言が円滑にいかなけれ十五 そ の損央は農協力填担しな

ければならないためぅ経営管理には細心の注意をはらわ

ねばならえ 管理労力支出も専任者を必要とするほど大

きくなる。

広陵町農協のナスの育苗センターでは 土 地 作業員

本良県農栄試験場研究報告 第 16号 (1985)

育苗ハウス,生 産資材などを農協がま健 した上で,作 業
管理者も農協が層用しぅ この雇用された管理者 (ナス作
農家)に よって,育 苗作業全体が管理,運営されている。

その上で農協は,ハ ゥスのごニークじ校機 床土の入れ
かえなど大きな労力を伴なう作業にtキ 職員の労力を提
供 している。

つまり,農 協fi育 苗センターを直営してはいるもの

り 労力に奈裕がないため くと技術指導に弱点があるた

め),作 業労力のみなら, 管 理労力も雇用しているわ

けである。た、 こ の労力層用のための費用,1 生 産さ

れた苗の鞠価をおし上げるためぅ一時に夕量の労力を必

要とする作業は, 農協職員が出役して労カコストのほ滋

を図っている。この育苗センターの運営の成8よ ,良 質
な作業管理者の確保ができるかどうかにかかっており,
適正な賃金で史資な管理者を確保することに失敗すrlzェ

育苗センターの直営は難しくなるだろうと思われる。
(2)農協受託型

労働あ 生 産資材などを農協力J輌差し 均登述侵の―部

または全部の作業を請け負 うもので,農 協は委託組合員
か ら受託料を徴集する。広曖町農協では, ,ム ギーダィ
ズの集団載培におけるコムギの乾燥調整作業の受託がこ

れにあたる。このタイブの特長は,生 産物は組合員農家

に属し,従 って危険負担も委託組合員,墳 うことである。

農協直営型と具る点は,農 協受話型では,農 畜産物の

生産を目標とするのではなく, 特定の作業の実施だけに

限定しており,農 協自身は必要な機械 ・施載 資 材の調

達を作業労力の確保をするだけでよいので,事 業の運営

管理が容易に行なえる点にある。また,生 産物は委託紅

合員に属するのでぅ 天 候不良などによる危険負lDも負わ

なくてよいのも,事 業の安Jと に役立つ。

た, 後 述の構成,施設の貸し出し型と果なり,作 業
の遂行過程については責任を負う必要があり,綿 富な作
業管理を必要とする。

広陵町農協のヨムギの乾燥調整施設は,一 度に25tを
処理する大型のものであり, 多数の農家が一度に利用す
るものなの● そのオペレー トを個 の々利用農家に任せ
ることができず,一 元的なオペレーティングを必要とす
る。この点な 機械・施設のみ授供し,ォ ペレーティン

グを利用農家にま,せ る貸し出し型と異なりぅ いわfモ
直営型と貨し出し型の中間型といえると特をもっている。
ほ)農 協有描伐 ・施設貸し出し74J

農協が自ら所有し, 管理する機械 ・施設の用役を組合

員の共同利用に供 し そ の対価としてキu用料金をとる型
である。農協は,機 戯・施砂 維持・管理だけが必要で,
作業労力の確保 も利用である。従って受話型のよぅに,

広 陵 町 農 協

土地 (ハウス敷地)

労働力 く作 業用的

施設 (育静 ウヽス)

第 5図  広 陵町ナス育首センターの組織管理図
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作業の送行過程における責を も基本的にはとらなくてよ

t 。ヽ

広陵町農協ではコムギ, ダイズ用の作業機を中心 とす

る農機員の用役提供がこれにあたる。前述の受話型の大

型乾燥施設と里なるのは コ ムギの播棒機やダイズの刈

り取り機は 千J用農家は多数でも利用単位が小さく (普

通は一戸単位), 多 元的オペレーティングが可能だとい

うことである。原理的には個,距 対による日ね機やヨン

タ`インなどの共同利用と同質であるが 1水 稲作業機は

和J用者力出云汎に存在し 個 別相対で十分システムがlg成

できるのに対して コ ムギの作業機は利用農家がlRられ
個別相対では,共 同利用の体制がとりにくいこと 2水

稲作業機に比べて,ム ギやダィズの作業機はヨスト′や一

フォーマンスが小さく そ の分 多数の農家による共同

利用力必要だという点,堤 なる。

整備」という課題は大きな位置を占めなければならない。

土地用役は経営の規模拡大につながる長期の土地用役

と, 田畑輪換の交換耕作などにみられる短期の上弛阿役

とに区分して考えることができる力; こ こでは長期の上

地用役のうち,農 地所有権の移助と農用地利用増進事業

における貸措とにしばって検討を加えることとする。

1 農 地所有権の移動

1) 農 地売去Pの動機

対象地区における農地移動の実態を百済地区神三集落,

新子集落を例にとってみると,第 4表 のようになる。す

なわち1 両集落の農家が 1966年 から1977年 までの

12年間に完アに た農地のうち耕作目的によるもの (農地

所有権の移動)は 約 6 hof〔及んでいる。これは両地区

の耕地56h。の10%強 に相当する。

農地の所有権の移動は,農 地を買いたいという意向と

農地を売りたいという意向とによって成立する。次義で

の土地用役市場 すなわち農地の売貫がなかなか進ます

中核農家への二地の集積'ヽ 行政の期待どおりには行な

われないことの理由は 農 地完却の意向がそれほど存在

しなかったことにある。 12年間で農地の10%が 動いた

土 地 用 役 市 場 の 整備

地域営農システムあるいは地域農業複合化システムの

性格を前節で述べたように, 市場メカニズムの補完とし

てとらえ その目的を経営が調達tき ない経営要業の供

給にあるとすれfキ ン ステムの中■  「土地用役市場の

第 4表  神 三 ,新 子 農 家 の 農 地 売 去口面 積
―耕作 目的による売却― 〈農業委員会調′ゆ

年  次

百 済  内 地域外 (県内) 地域外 (県外) 地 域 外 合 計 合 言十

面 積
1 4欽

面  積 件 数 面  積 ■ 数 面  積 ■ 数 面  積 件  数

1 9 6 6

6 7

6 8

6 9

7 o

7 1

7 2

7 3

7 4

7 5

7 6

7 7

0 43h。

0 00

0 13

000

0 16

0 18

0  ] 4

0 1 9

0 2 5

0  0 0

0  o o

0 0 0

2

0

1

0

2

3

2

1

3

0

0

0

0 00h●

0 00

0 15

0 10

0 48

0 0 0

0 51

0 3 0

0  o o

O  o o

0 0 0

0  0 0

0

0

1

1

8

0

3

3

0

0

0

0

O ooh。

O oo

0 00

0 00

0 00

0 oo

0 0 8

0 14

0 85

0 3 3

0 9 1

0  5 2

0

0

0

0

0

0

1

1

5

2

3

4

0 0ohc

a  o o

0 15

0 10

048

0 0o

0 59

0 4 4

085

0 33

0 91

0 5 2

0

0

1

1

8

0

4

4

5

2

3

4

0 43 hc

O oo

0 28

0 10

0 64

018

073

0 63

0 10

0 33

0 9 1

0 52

2

0

2

1

10

3

6

5

8

2

3

4

148 14 1 54 283 437 5 85 46
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第 5表  農 家 の 家 族 構 成 モ デ ル

家 族 の 存 競 年 数 0 2 4 6 8    10   12   14   16   18 20  22  24  26  28  30

夫 の 年 令

妻 の 年 令

第 1子 の 年 令

第 2子 の 年 令

第 3子 の 年 令

第 1子 の 享 の 年 令

第 1子 の第 1子 の年令

第 1子 の第 2子 の年令

第 1子 の第 3子 の年令

第 1子の第1子の車 0年令

第1子の第1子の第1子の年令

第1予 '第 1子ク蕩 2子の年令

2 6  2 8  3 0  3 2  3 4

2 4  2 6  2 8  3 0  3 2

0   2   4   6

0   2   4

0   2

3 6  3 8  4 0   4 2  4 4

3 4  3 6  3 8  4 0   4 2

8  1 0  1 2  1 4  1 6

6   8  1 0  1 2  1 4

4   6   8  1 o  1 2

4 6  4 8  5 0

4 4  4 6  4 8

1 8  2 o  2 2

1 6   1 8  2 0

1 4  1 6  1 8

52 54 56

50 52 54

24 26 28

22  24

20  22  24

24  26

0

家 r F tの 生 活 同 期 家族の発生と発育期 (第 I期 ) 神 1にと家切臣'ケン段期CttI期

この両集落では,農 地を売却 した農家は, どのような動

機によっていたのであろうか。

農地完却の動機を,農 家の家族構造との関lrから分析

するため チ ャヤノフの家族純成モデルに準じて料第 5

表のような百済地区農家の家族モデルを作成 した。この

モデルは26才の男子と24オの女子が結婚によってIt立し

た世常を鶴成し 2年 ごとに3人子供'珪 まれ, 夫婦と

子供3人 という家族構成になった後の,家 族構造の年次

変化を表わ したものである。

農

地

売

却

件

数

最初の18年間は家族の発生 。発育郷 (第I期)ぅ 19年

目から30年目までは子供の独立 ・家族の分裂期 (第■期)

31年目か 壊6年目までは子供家族の発生と世常士の変替

期 (算IIめ ,47年 目から58年目までは子供の子供の独

立と家族の分裂期 (第17期)と して特長づけられる。こ

のモデルでは 家 族構造は I期一Ⅱ期―II期―Ⅳ銅と進

んだ名  lltt IV期
―田期一W期  と いうライフサイ

クルを描くことになる。

1966年 から77年 の間に農地を耕作目的で売法0した

12 16 20

第 6図 神 基 新子集落の農地売却農家の売却時の家族ステージ (1966～ 1977)
農家の家族構成モデルのステージ

件

―
―

ヨ 牲
―
―

□
司 托

第 I期 第■期    1    第 I期      1   第 W期



32  34  36  38  40  42  44  46

58  60  62  64  66  68  70 72

56 58 60 62  64 66  68 70

30  32  34 36  38  4o  42  44

28  30 32 34  36 38  40 42

2 4 6 8 1 9 1 2 1 4 1 6

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

o 2 4 6 8 1 o 1 2

鞠 刀難 とせ郷桂bの卿 CttDl鋤
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48  50  52  54  56(28) 58(30)

7 2  7 4  7 6  7 8

4 6  4 8  5 0  5 2  5 r r

4 4  4 6  4 8   5 0  5 2

1 8  2 o   2 2  2 4   2 6
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農家を売却時の家族構造か らこのモデルにあてはめて

家族構造と農地の売去口との関係をみたのが第6因 である。

この図から,神 三,新 子集落の農家が農地を売却 した時

期が,第 ]期 か ら第Ⅳ期にかけての3つ の時期に集中し

ているのがわかる。

農地売去口の最初のヤマは,家 族成立20年目から後年目

にかけての時期● こ れは第 1子が大学に入る時期から

末子が独立するまでの時期に相当する。 3番 目のヤマも

t4が成人し独立する時期で, 内容的には最初のヤマとほ

ぼ同じと考えられる。

2番 目のヤマは, 世常主の変督時と考えられ農地の相

続に伴うものと考えられる。

このように,神 主 新子両集落の農家が農地を売却し

た時期は,子 供の独立卸と,世 常主の交替期に集中 して

おり,家 演のライフサイクルときわめて密接な関係をも

っていることがわかる。

子供の独立期に農地の売却が集中することの理由はい

くつか考えられるが, その主なものは, 1学 資)2結 婚

費用 よ 嫁を迎えるにあたっての家の新名 1独 立する

子供への財産分与などであろう。

1千万円とも2千 万円とも言われる派手な嫁入仕篤

目をみはる程)立 派な農家の家がまえなど, 奈史盆地の

農家の生活風習力| こ の時期に多額の現金支出を農家に

強制していることめヽ 阜家に恐らく唯一の財産である農

地を完tWさせているとみてさしつかえあるまい。

2)農 抽琉有権の地域外移動

売却された農地はどこに集中していくのであろうか。

この点について検討する前に, この地域の農地の売賞価

■口/よ 千n/10θ
o  ■200

第 7図 百 済地区における討地の売買価格と宅

地価lg 生産農業所得 (自作地売買価

橋は農業委員会調べ,宅 地公示価格は

国土庁調べ)
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格の推移をみる必要がある。第7図 はtrF目 的の自作地

の売賞価格と宅地公和面馬 農業生産指数との関係をみ

たものである。

生産農業所得に 10で あたり,農 美専従者1人あたり

のいずれでみても, 1966年 から77年 にか けて新増の

傾向をみせている。これこ対し, 自作地の売買価格はぅ

1970年 か ら75年 にかけて急激な上昇を示 し, 宅軸価

格の上昇カープに 1年遅れで追碗している。こうして,

農地の売買価梅,上昇カープと,生 産農業所得の上昇カ
ープは,全 く異ったものとなってしまっている。このた

め1 1966年 には10″あたり生産農業所得と,農 地価格

の比は, 1,46で あったのが, 1975年 には実に よ:

36という状況となった。っまりぅ 1966年 には5年分足

らずの生産農業所得で購入できた農地ぁ わすか 9年後

には, 36年分の農業所得をあてなければ購入できなくな

ったのである。こうして 宅 地価格に引きづられる形で

形成された農地価格のために,農 地購入資金は農業所得

から生まれなくなってしまったのである。

第4表 でみるように,両 集落の農家の農地の売却先は

1966年 か ら77年 までの累積で,百 済地区内 148b`

に対し,百 済地区外437h。■ 地区外への所有腹の移

動は,地 区内での移動の3倍 に上っている。第3図 は,

百済地区7集落について 農地の所有権の移動を,地 区

内と地区外とに区分 して表したものである。この国から

家がその代金の一部(代 替農地を購入するケースカ靖 ん

どとみられる。すなわち, 宅拙価鞠 こ引きずら4Lな 吉

農業所得と完全に予離してしまった農地を盛入できるの

は, 自作地を宅地として処分できる農家に限られてしま

っていることをぅ こ の図は示 しているのである。

2 農 用地利用増進事業による賃貸借

前節でみたように,農地の所有権の集積が事実上でき
ないとすれイ4農 搬 集積は借地によらぎるを得ない。

農地法上の制約や 戦 後の農地解放の心理的影管など

により停韓 していると見られる農juC資貸倍を促進する

ためぅ広鹿町では1980年 から農用地利用増進事業を導

入している。

第9田 は1980年 のセンサスによる貸し付け農地面積

と, 1980～ 32年 の3 4FFE5の農用地利用増進事業の設定

面積とを地区ごとに比較対比させたものである。

□ 帝盗そ競ぃ

匡ヨ醒盟露穏o="

第9図 広陵町における農地貸し付,と農用地利
用増進

センナスにみられる貸し付け農空嶋 各地区とも総農地の6

%～ 8%程 度であるのに,農用地利用増進事業で設定され

ている契約面積は,事 業の進んでいる馬見地区を除いて,
その半分あまりにすぎない。このうち,百 済地区と箸尾

地区は,更 秋ナスの田畑輪換に伴なう期間fgL地がかなり

存在すると見られるので,水 冊作を前握とした資し付け

農地は,農 用地利用増進事業の設定面積とほぼ同程度に

なるとみることもできる。

では, この事業による農地の利用穣の流釧 ヒは 今 後

町の土地用役市場の中核となりうるであろうか。第1,

11図は,広 陵町における借り入れ耕地と資し付け排地の

楼
農
地
に
対
す
る
貸
付
け
農
地
の
ヨ
合

■
鳩
芝
第
二
舞
ｉｒ
よ
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■
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第8図  百 済地区農地の所有権の移動 礫 委員会調べに

よる)

百済地区の農地の所有権がぅ農地価格の急謄する以前は

地区内で移動していたのが,高 賠後は殆んど地区外へ流

出していることがわかる。この地区外の買い手は 大阪

府下や県内の都市地域● 農地を宅地として処分した農
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ψ 0                1V′0                1900

勢lp図
 程揚粋をラ与費便む騨

地と貸し付け耕地の

第11図 広陵町における借り入れ耕地のある農家数
と貸し付け排地のある農家数の推移
(センサスょり)

第12図 広残町における水稲作業委託の推移
(センサスより〉

10fP05の推移をセンナスより見たものである。借入耕地

1さ197o年か ら80年にかけて減少傾向にある。貨 し付け

農地については 197o年の数値はないが,75年から80年

にかけては借り入れ農地よりも急激に減少している。農

家数でみても 農 地の借りi貸 し手の減少傾向は明ら

かであり、津抱の流動化と同様な傾向を示すとみられる。

水稲の作業受委託の推移を第12図に示 した。耕起, 電文」

りなど,何 らかの水稲作業を奏託していた農家は,197o

年には, 町の総農家の50%を 越えていたのな lo年後の

1980年 には 大 きく落ち込んで 20%を 割るところま

できており 面 積も197o年 当時の1/3に 落ち込んで
いる。広陵町における土地用役市場をとりまく母境は,
借り手にとっても, 貸し手にとっても, きわめて厳しぃ

状況にあるといえよう。農用地利用増進事業は,農 地の

賃資借が大きく落ち込んだ状況下■ かヽろうじて残って

いるいわゆる 「ヤミ小作」を,法 的な手続きにのせたも
のにすぎない。この事業が,土 地用役市場を新たに拡大

していくだろうという希望をいだかせる根拠はどこにも

ない。

農用地千J用増進事業における士地用役市場整備の試み

の中で,最 大の萌点と思われるのはぅ集落を単位とした

i地 用役市場を想定 していることであると農地を集積 し,
利用する立場か ら言えに 集積された農地が餃在 してい

るよりも一ケ所に集っていた方が効率的であるのは当然

である。 しか し,市 場物或にとって何よりも必要な大前

提は,需 要と供給のバランスをとることである。第10図

にみられるように, 1975年 には借り入れ農地と貸し付

け農地がわんど同面積であった。これはぅ町内で需給バ

ランスがとれていたことを意味 している。しかし,1980

年には借り入れ農地と貸し付け農地のFERに大きな営,珪

じており,町 内の貸 し付け農地は,町 内の借り入れ農地
の2/3に しかならない。 このことは,残 りの 1/3は

町外から借り入れていることを意味している。具体的な

裏づltデータがないので推察の範囲を出ないな おそら

く 以 前には農地の貸僧はぅ集落の中で需給のバランタ

がとれていたでぁろう。それが,次 第に集落のレベルで

はノ`ランスがとれなくなり),町 村のレベル)町 のレベ

ルと,土 地用役市場を拡大していくことによってノ`ラン

スをとってきていたのが 遂 に町のレベルを超えないと

需給バランスがとれないところに来たものと思われる。
これは,県 北中山間の都IF村の農家が)盆 lt北部の大和

部山五 天 理市のみならす 盆地南部の桜+所 にま4
水稲作業受託を拡大していることからも裏づけられるで

あろう。

農地の質貸惜=土 地用役市場整摘の条件が厳しくなれ

ばなる程,市 場の範囲は拡大する必要があるのである。

○■Э に入群期

●● 寅し付け群地

o‐o楢 り入れ壊

年 ● 資し,ゥ a宝

0-o lS,軍 〔対する水田作奏委iE景 軍
‐ ● 題研理とヽ する“母作44Ftmま
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地域農業複合化システムの策定

1 シ ステムの目的

今日の市場経済のもとでは,農 家の経済活動は基本的

に市場メカニズムに依存している。この市場メカ‐ズム

は万能ではなく,「 市場の失敗」と呼ばれる欠落部分を

もっている。地域農業複合化システムの基本的目的は,

経営が市場メカニズムになわしようとして,こ の欠落の

ためにできない部分を補なうことである。

より,具 体的にみれヤキ 地 域農業郷 ヒシステムは,

個別経営,右 理的部門編成 (経営餞 を実現しようと

した時に市場から調遣できない経営要素を,個 別経営に

供浴することを目的とする。

これは次の2つ のサプシステムから繊成される。一つ

は,土 地用役 臨時的労働力,中 間生産物を含む生産資

材などのように そ の要素,用 役の供給主体が地域内に

潜在すると考えられる場合● シ ステムの目的は,薄 在

的供給主体を堀り起こし,需 要と結びつけることにある。

つまり,当 該要素 用 役の流通市場瑠精を目的とするシ

ステムである。

他の一つのサプシステムは,求 められる要亮 用役の

供給主体が地域内に存在 しない場合で 〈二に機械 ・施設

用役), こ の用役を新たにaHり出すことを目的とするシ

ステムである。

2 サ プ システムの機能 と組織形態

1) 市 場整備サブシステム

このサプシステムの場合は当該要素)用 役の需要主ム

螢掠言告督密密移二みを患審醤榛者言域Fを,緒香菫承

末真県農業試験場研究報告 第 16号 (1985)

が, システムの管理者に相当しぅ要素 ・用役のあっせん

調整窓□業務を担当するが, この役割を, どの地域主体

が担うかは, システムの大ききに規定される。つまり)

生産者数人程度で構成されるシステムなら, 個々の牛産

者 レベルで担えるであろうし,町 全域を包合するシステ

ムなら町か農協が担うのが適当である。そして。 こ のシ

ステムの大きさは, そのシステ■を通じて流通させ|う
とする要素 ・用役の需給バランスのとれる範囲によって

定まる。

特に土地用役については,供 給減少の傾向が顕著なな

かる できるだけ広域のシステムをとらないと,需 給夕`

ランスの確保は難しいであろう。

2)要 素 ・用役供給サプシステム

このサブシステムは,機 械 ・施設の共同利用を基本的

な目的とするがぅ共同首苗などもこの範崎に属する,供

給しようとする要素 ・用投によってシステムの維持 ・管

理労力が異なる。例えば田植機械用役需給のためのシス

テムのFtrtttIEには殆んど労力を必要としないが,数 十

ヘクタール分のコムギを処理するような乾操調整施割司

役供給システムでは,数 人の専従載員を要する。この労

力が小さい順に な 透者間の個別相対システム,生 産組

合や集落を中核とするシステム.農 協を中核とするシス

テムまで対応する。

また,農 協を中核とするシステムも 農 協の有する41L

持管理労力によって,農 協有機械 。施設貸し出し型,農

協受託型,農 協直営型のいずれかを選択するわ草 農協有

機械 ・施設貸し出し型りヽ 労力も少なくてすみ シ ステ

ム運宮も安定するので望ましい。育苗センターのように,

一定期間に大きな管理労力を必要とする場合には,組 織

g理 者を,そ の期間だけ雇用する (委託する)方 法も考

えられる。

以上を図示すると,第 13□以 命ヽ図のようになる。

●ぅtttll宮クスすとてとお ,カ

國

0 賞阿f4向クエアとてR■ 8E"ゆ

Pdを簿業複合化システム全体図
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第14図 広 陵町におけるあっせん ,調整サブシステム
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生産ね合による表向Fl開 クステム
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第15図  広 陵的における共同利用サプシステム
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1 駆 J経営の限界を超えた高い生産力を実現するため

北葛城却広陵町を対象として地域農業複笥 ヒシステムを

検討した。

2 こ のシステムの目的は 個月曜営が市場から調達す

ることのできない経営要素を供給することである。

3 こ のシステムは,二 つのサブシステムから海成され

る。サプシステムの一つは,必 要な要素・用役を地域内

で流通させる市場整備サブシステムである。このサプシ

ステムでは需給/ ラ`ンスを確保することが前提となり,

特に主拙お役はシステムの領域をできるだけ大きくしな

いと需給バランスが確保できなくなるであろう。

4 他 のサブシステムは 必 要な要素 ・用役を新たに作

り出すためのもので 機 械 ・施設の共同利用が主な内容

である。このサブシステムの維持 管 圏 てかかる労力が

小さいものは生産者の個別相対で対応できるし,大 きな

ものは農海で対応する。中間的なものは,生 産組合 集

落で対rthする。
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正   誤   表

訂 正 箇 所 誤 正

表 紙

6項 目 目
入室加温時間 入豊加温時期

P16

図     面
第 13図

P2 6

左上から10行日
散光線 FRA 散光性 FRA

P31

右上から14行日
結露水流下種 結露水流下量

P33

右下か ら2行 日
第 2表 第 3表

P52

左下から5行 日
カン″ヾ ニュウ カンクヾ ニュフ

P8 1

上 部 見 出 し
P79上 部参照

P33

上 部 見 出 し
塚本圭一

堀本圭一

P3 3

第 1図 経 盗部
遊走 数 遊定子数


